
第

三

十

五

号

令

和

元

年

九

月

三

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

一
九
三
ペ
ー
ジ

告

示

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

二
〇
二

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

二
〇
二

公

示

○
令
和
元
年
度
技
能
検
定(

後
期)

の
実
施

(
労
働
雇
用
課)

二
〇
三

○
公
共
測
量
の
実
施

(
用

地

課)

二
〇
五

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

二
〇
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

二
〇
八

規

則

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
九
月
三
日
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別
記
第
十
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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住
所

住
所

大昭
年

月
日

平 大昭
年

月
日

平 明大
年

月
日

昭

電
話
(

―
―

)

大昭
年

月
日

平令 大昭
年

月
日

平令 明大昭
年

月
日

平令

告

示

森

２

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

及
び
標
柱
一
号
と
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図
に

示
す
と
お
り
と
す
る
。)

郡
上
市
八
幡
町
那
比字

上
ミ
山
手

一
五
三
八
番
一

一
号

字
森
ケ
洞

六
五
二
七
番
一

二
号
か
ら
七
号
ま
で

六
五
二
六
番
六

八
号

別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
中

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢

を
｣

｢

に
、

｣

｢さ
し
つ
か
え
｣

を｢差
し
支
え
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
千
旦
林
字
道
泉
九
一
六
の
二
三
、
九
一
六
の
二
四
、
字
上
県
九
八
〇
の
四
四
か
ら
四
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第 35 号 岐 阜 県 公 報 令和元年９月３日 ( 202 )



字
下
モ
会
津

九
八
六
番

九
号

字
東
会
津

一
〇
三
〇
番

十
号

字
下
モ
山
手

一
四
八
〇
番

十
一
号

一
四
九
四
番

十
二
号

字
上
ミ
山
手

一
五
二
八
番

十
三
号

一
五
三
五
番
一

十
四
号

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務

所
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
令
和
元
年
度
技
能
検
定(

後
期)

の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
元
年
度
技
能
検
定(

後
期)

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規

則(

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
等
級
等

技
能
検
定
は
、
特
級
、
一
級
、
二
級
、
三
級
及
び
単
一
等
級
に
区
分
し
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試

験
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

二

実
施
す
る
等
級
区
分
及
び
検
定
職
種(

作
業)

１

特
級

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場
板
金
、

め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
半
導

体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
光
学
機
器
製
造
、
内
燃
機
関
組
立

て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製

造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
及
び
パ
ン
製
造

２

一
級
及
び
二
級

鍛
造(

プ
レ
ス
型
鍛
造
作
業)

、
機
械
検
査(

機
械
検
査
作
業)

、
電
気
機
器
組
立
て(

シ
ー
ケ

ン
ス
制
御
作
業)

、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造(

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業)

、
自
動
販
売
機
調
整

(

自
動
販
売
機
調
整
作
業)

、
時
計
修
理(

時
計
修
理
作
業)

、
空
気
圧
装
置
組
立
て(

空
気
圧
装

置
組
立
て
作
業)

、
油
圧
装
置
調
整(

油
圧
装
置
調
整
作
業)

、
農
業
機
械
整
備(

農
業
機
械
整
備

作
業)

、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工(

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
作
業)

、
婦
人
子
供
服
製
造(

婦

人
子
供
既
製
服
パ
タ
ー
ン
メ
ー
キ
ン
グ
作
業
及
び
婦
人
子
供
既
製
服
縫
製
作
業)

、
和
裁(

和
服

製
作
作
業)

、
帆
布
製
品
製
造(

帆
布
製
品
製
造
作
業)

、
機
械
木
工(

機
械
木
工
作
業
及
び
木
工

機
械
整
備
作
業)

、
プ
リ
プ
レ
ス(

Ｄ
Ｔ
Ｐ
作
業)

、
建
築
大
工(

大
工
工
事
作
業)

、
か
わ
ら
ぶ

き(

か
わ
ら
ぶ
き
作
業)

、
配
管(

建
築
配
管
作
業)

、
型
枠
施
工(

型
枠
工
事
作
業)

、
鉄
筋
施

工(

鉄
筋
組
立
て
作
業)

、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事
作
業)

、
防
水

施
工(

塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作
業)

、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工(

樹
脂
接
着
剤
注
入

工
事
作
業)

、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工(

金
属
製
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事
作
業)

、
ガ
ラ
ス
施

工(

ガ
ラ
ス
工
事
作
業)

及
び
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図(

機
械
製
図
手
書
き
作
業
及
び
機
械
製
図

Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業)

３

二
級

金
属
材
料
試
験(

組
織
試
験
作
業)

４

三
級

機
械
加
工(

普
通
旋
盤
作
業)

、
機
械
検
査(

機
械
検
査
作
業)

、
電
子
機
器
組
立
て(

電
子
機

器
組
立
て
作
業)

、
電
気
機
器
組
立
て(

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業)

、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造(

プ

リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業)

、
時
計
修
理(

時
計
修
理
作
業)

、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工(

冷
凍

空
気
調
和
機
器
施
工
作
業)

、
和
裁(

和
服
製
作
作
業)

、
建
築
大
工(

大
工
工
事
作
業)

、
か
わ

ら
ぶ
き(

か
わ
ら
ぶ
き
作
業)

、
配
管(

建
築
配
管
作
業)

、
型
枠
施
工(

型
枠
工
事
作
業)

鉄
筋

施
工(

鉄
筋
組
立
て
作
業)

、
テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン(

テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
手
書
き
作
業
及
び
テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業)

、
機
械
・
プ
ラ
ン

ト
製
図(

機
械
製
図
手
書
き
作
業
及
び
機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業)

及
び
写
真(

肖
像
写
真
デ
ジ
タ

ル
作
業)

５

単
一
等
級

電
子
回
路
接
続(

電
子
回
路
接
続
作
業)

三

技
能
検
定
試
験
手
数
料

１

実
技
試
験

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
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号)

で
定
め
る
額
と
し
ま
す
。

２

学
科
試
験

三
千
百
円

四

実
施
期
日

１

実
技
試
験

令
和
元
年
十
二
月
六
日(

金)

か
ら
令
和
二
年
二
月
十
六
日(

日)

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
別

途
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
い
ま
す
。

２

学
科
試
験

一�
令
和
二
年
一
月
二
十
六
日(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

�
一
級
及
び
二
級

鍛
造
、
機
械
検
査
、
電
気
機
器
組
立
て
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
配
管
、
型
枠
施
工
及
び
ガ

ラ
ス
施
工

�
二
級

金
属
材
料
試
験

�
三
級

電
気
機
器
組
立
て
、
配
管
及
び
型
枠
施
工

二�
令
和
二
年
二
月
二
日(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

�
特
級

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場

板
金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組

立
て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
光
学
機
器
製
造
、

内
燃
機
関
組
立
て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供

服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
及
び
パ
ン
製
造

�
一
級
及
び
二
級

自
動
販
売
機
調
整
、
時
計
修
理
、
油
圧
装
置
調
整
、
農
業
機
械
整
備
、
冷
凍
空
気
調
和
機

器
施
工
、
和
裁
、
機
械
木
工
、
防
水
施
工
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
及
び
機
械
・
プ
ラ
ン

ト
製
図

�
三
級

時
計
修
理
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
及
び
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

三�
令
和
二
年
二
月
九
日(

日)

に
実
施
す
る
検
定
職
種

�
一
級
及
び
二
級

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製
造
、
プ
リ
プ
レ
ス
、
建
築

大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
及
び
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

�
三
級

機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
建
築
大
工
、
か

わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施
工
、
テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
写
真

�
単
一
等
級

電
子
回
路
接
続

五

実
施
場
所

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
実
施
場
所
は
、
別
途
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
受
検
申
請
者

に
通
知
し
ま
す
。

六

問
題
の
公
表

実
技
試
験
問
題
は
、
あ
ら
か
じ
め
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
お
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、

受
検
申
請
者
宛
て
送
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
一
部
の
検
定
職
種
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
全
部
又
は
一

部
を
公
表
し
ま
せ
ん
。

後
期
試
験
の
問
題
の
公
表
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日(

金)

か
ら
行
い
ま
す
。

七

受
検
申
請
の
手
続

１

提
出
書
類
等

一�
県
が
指
定
す
る
技
能
検
定
受
検
申
請
書

二�
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

の
写
し

三�
三
に
定
め
る
手
数
料

四�
実
技
試
験
を
在
校
生
と
し
て
受
検
す
る
場
合
は
、
在
校
生
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

２

提
出
先

〒
五
〇
九
―
〇
一
〇
九

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
丁
目
一
八
番
地

岐
阜
県
人
材
開
発
支

援
セ
ン
タ
ー
内

岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会(

電
話
〇
五
八
―
二
六
〇
―
八
六
八
六)

３

受
付
期
間

令
和
元
年
十
月
七
日(

月)

か
ら
同
月
十
八
日(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
祝
日
は
除
き
ま
す
。

４

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

一�
技
能
検
定
は
、
働
く
方
々
の
職
業
能
力
を
評
価
す
る
試
験
で
あ
り
、
受
検
に
は
原
則
と
し
て

一
定
の
実
務
経
験
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

二�
提
出
書
類
等
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
面
に｢

技
能
検
定
受
検
申
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請
書
在
中｣

と
朱
書
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
資
格
を
証
す
る
書
面(

写
し
で
も
可)

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
請
書
は
、
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
ま

す
。

三�
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
両
方
の
免
除
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
者
は
、
二
に
掲
げ
る
検
定

職
種
以
外
の
職
種
に
つ
い
て
も
受
検
申
請
が
で
き
ま
す
。

四�
実
技
試
験
の
手
数
料
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
を
技
能
検
定
受
検
申
請
書
に
添
え
て
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
受
付
期
間
内
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
、
受
け

付
け
ま
す
。

五�
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
を
納
付
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

六�
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場

合
で
も
手
数
料
は
返
還
し
ま
せ
ん
。

八

合
格
の
発
表
等

１

技
能
検
定
合
格
者
の
発
表

技
能
検
定
合
格
者
の
受
検
番
号
は
、
令
和
二
年
三
月
十
三
日(
金)
に
岐
阜
県
商
工
労
働
部
労

働
雇
用
課
前
に
掲
示
さ
れ
ま
す
。

２

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
い
ず
れ
か
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発

協
会
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
三
日(

金)

付
け
の
書
面
で
通
知
さ
れ
ま
す
。

３

技
能
検
定
合
格
証
書
等
の
交
付

特
級
、
一
級
及
び
単
一
等
級
の
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
厚
生
労
働
大
臣
名
の
、
二
級
及
び
三

級
の
技
能
検
定
の
合
格
者
に
は
知
事
名
の
合
格
証
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
、
技
能
検
定
の
合
格
者
に
対
し
、
技
能
士
章
が
交
付
さ
れ
ま

す
。

九

試
験
結
果
の
提
供

１

提
供
す
る
試
験
結
果

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験(

計
画
立
案
等
作
業
試
験
、
判
断
等
試
験
及
び
製
作
等
作
業
試
験)

の
得
点

２

提
供
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
月
間

３

提
供
す
る
場
所

情
報
公
開
・
個
人
情
報
総
合
窓
口(

岐
阜
県
庁
二
階
。
電
話
〇
五
八
―
二
七
二
―
一
一
一
一

内
線
二
二
九
六)

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
等

一�
受
検
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
検
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

十

そ
の
他

技
能
検
定
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
労
働
雇
用
課(

電
話
〇
五
八
―
二
七

二
―
一
一
一
一

内
線
三
一
三
三)

又
は
岐
阜
県
職
業
能
力
開
発
協
会(

電
話
〇
五
八
―
二
六
〇
―

八
六
八
六)

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
ケ
原
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

関
ケ
原
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

道
路
台
帳
図
作
成)

三

作
業
期
間

令
和
元
年
八
月
十
九
日
か
ら

令
和
元
年
十
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

不
破
郡
関
ケ
原
町
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○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

岐
阜
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
市
野
一
色
八
丁
目
の
一
部(

野
一
色
八
丁
目
調
査
区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
市(

野
一
色
八
丁
目
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
市(

野
一
色
八
丁
目
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
九
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

岐
阜
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
市
鹿
島
町
一
丁
目
、
鹿
島
町
二
丁
目
、
鹿
島
町
三
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
寿
町
二
丁
目
、
寿

町
三
丁
目
、
徹
明
通
八
丁
目
、
早
苗
町
一
丁
目
、
早
苗
町
二
丁
目
、
早
苗
町
三
丁
目
、
五
反
田
町
及

び
大
字
本
荘
字
吹
上
の
全
部
並
び
に
都
通
三
丁
目
、
都
通
四
丁
目
、
吹
上
町
一
丁
目
、
吹
上
町
二
丁

目
、
吹
上
町
三
丁
目
、
島
田
中
町
、
島
田
東
町
、
光
明
町
三
丁
目
、
鍵
屋
西
町
一
丁
目
、
鍵
屋
西
町

二
丁
目
、
鍵
屋
中
町
、
大
字
本
荘
字
鍵
屋
前
及
び
大
字
本
荘
字
島
田
前
の
一
部(

駅
北
Ⅴ
第
二
調
査

区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
市(

鹿
島
町
一
丁
目
、
鹿
島
町
二
丁
目
、
鹿
島
町
三
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
寿
町
二
丁
目
、

寿
町
三
丁
目
、
徹
明
通
八
丁
目
、
早
苗
町
一
丁
目
、
早
苗
町
二
丁
目
、
早
苗
町
三
丁
目
、
五
反
田
町

及
び
大
字
本
荘
字
吹
上
の
全
部
並
び
に
都
通
三
丁
目
、
都
通
四
丁
目
、
吹
上
町
一
丁
目
、
吹
上
町
二

丁
目
、
吹
上
町
三
丁
目
、
島
田
中
町
、
島
田
東
町
、
光
明
町
三
丁
目
、
鍵
屋
西
町
一
丁
目
、
鍵
屋
西

町
二
丁
目
、
鍵
屋
中
町
、
大
字
本
荘
字
鍵
屋
前
及
び
大
字
本
荘
字
島
田
前
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
市(

鹿
島
町
一
丁
目
、
鹿
島
町
二
丁
目
、
鹿
島
町
三
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
寿
町
二
丁
目
、

寿
町
三
丁
目
、
徹
明
通
八
丁
目
、
早
苗
町
一
丁
目
、
早
苗
町
二
丁
目
、
早
苗
町
三
丁
目
、
五
反
田
町

及
び
大
字
本
荘
字
吹
上
の
全
部
並
び
に
都
通
三
丁
目
、
都
通
四
丁
目
、
吹
上
町
一
丁
目
、
吹
上
町
二

丁
目
、
吹
上
町
三
丁
目
、
島
田
中
町
、
島
田
東
町
、
光
明
町
三
丁
目
、
鍵
屋
西
町
一
丁
目
、
鍵
屋
西

町
二
丁
目
、
鍵
屋
中
町
、
大
字
本
荘
字
鍵
屋
前
及
び
大
字
本
荘
字
島
田
前
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
九
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

高
山
市
朝
日
町
宮
之
前
の
一
部(

宮
之
前
Ⅱ)
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三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

高
山
市(
朝
日
町
宮
之
前
の
一
部)

の
地
籍
図

高
山
市(
朝
日
町
宮
之
前
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
九
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

中
津
川
市
大
字
田
瀬
の
一
部(

大
萱
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

中
津
川
市(

大
字
田
瀬
の
一
部)

の
地
籍
図

中
津
川
市(

大
字
田
瀬
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
九
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

中
津
川
市
大
字
蛭
川
の
一
部(

棚
田
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

中
津
川
市(

大
字
蛭
川
の
一
部)

の
地
籍
図

中
津
川
市(

大
字
蛭
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
九
月
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

恵
那
市
長
島
町
の
一
部(

久
須
見
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

恵
那
市(

長
島
町
の
一
部)

の
地
籍
図

恵
那
市(

長
島
町
の
一
部)

の
地
籍
簿
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五

認
証
年
月
日

令
和
元
年
九
月
三
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

坂
祝
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
和
元･�･��
理
事

柴

山

佳

也

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

三
七
一
番
地
一
三
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令
和
元
年
九
月
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


